
新旧比較表 

新 旧 

２ 各項目の判断基準 

（３）周辺の地域の生活環境保持に寄付するものと認められる場合 

敷地外緑地が工場の立地する市内または隣接市内に整備さ

れる場合とすること。 

 

２ 各項目の判断基準 

（３）周辺の地域の生活環境保持に寄付するものと認められる場合 

敷地外緑地が工場の立地する市町村内に整備される場合とす

ること。 

 


